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はじめに

金沢らしい広告景観の形成に向けて

金沢らしい広告景観の形成は、本市の風格と魅力を高めるとともに、豊かな生活環境の創造に

とって不可欠なものです。

本市では、平成26年度の北陸新幹線開業を見すえ、古いものと新しいものが調和する美しい景

観形成を推進し、国の内外から訪れる観光客を迎える方針を定めています。具体的には、歴史まち

づくり法に基づく認定や世界遺産登録暫定リスト登載への挑戦など、世界都市金沢の実現に向け

て、これまで市民が大切に培ってきた本市固有の歴史・伝統・文化及びこれらと一体となった景観を

更に磨き、高めていくことが求められています。

このため、本市では、平成21年3月に金沢市屋外広告物条例を改正し、景観や環境に配慮する

新しい基準への見直しを実施するとともに、優良なデザインを推奨し、歴史的な屋外広告物を蓄積

する制度を新設しました。

また、今回の条例改正に際して、ひとつひとつの屋外広告物の水準を高めていくことを目的に、屋

外広告物等の設置の考え方や手法を紹介する「金沢市屋外広告物等に関するガイドライン」を作成

することといたしました。

本ガイドラインを活用し、これまで以上に、市民や事業者の方のご理解を得ながら、より一層金沢

らしい広告景観の形成を推進してまいります。
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屋外広告物とは？

常時または一定の期間継続して屋外で
公衆に向かって表示される広告塔、広
告板、看板、広告幕、広告旗、アドバルー
ン、はり紙、はり札、立看板などをいい
ます。また、商業広告だけでなく営利を
目的としないもの、商標やシンボル
マークなどのイメージを伝えるものも
含まれます。建物や工作物にとりつけ
られた場合は、屋上広告物、壁面広告
物、突出広告物などとよばれます。

特定屋内広告物とは？

建築物の窓ガラスなどの内側に直接描かれているものや、貼られているもので、屋外の公衆に向けて表示され
ているものをいいます。
　【表示の制限】
特定屋内広告物の表示にあたっては、表示面積の割合についての制限があります。建築物の1つの開口部等の
面積に対する特定屋内広告物の面積の合計の割合が次に掲げる割合を超えて表示することはできません。
●建築物の１階以下の部分　10分の5　　●建築物の２階以上の部分　10分の3

【表示の提出】
許可申請は不要ですが、上記の基準を超えるものは指導の対象となります。

屋外広告物に対する関係法令

金沢市屋外広告物等に関する条例
屋外広告物が無制限に氾濫したり適正な管理が行われないと、自然や街の景観を損なうばかりでなく、落下や倒壊による危険性や交通安
全上の妨げになります。金沢市屋外広告物等に関する条例は、これらに対する必要なルールを定めたものです。

　
国が定める関連法
建築基準法－－－高さが4ｍを超える屋外広告物に関しては工作物の建築確認申請が必要です　〈金沢市建築指導課〉
道　路　法－－－道路上及び中空に表示する屋外広告物には道路占用の許可が必要です　　      〈各道路管理者〉
そ　の　他－－－表示する場所によって、風致地区の許可や地区計画・まちづくり協定の届出などが必要です

　
表示内容に関するルール
著作権法
絵画やイラスト、写真、文章などには著作権があり、無断で使うこ
とはできません。写真をイラスト化して用いる場合でも発生する
場合がありますので、必ず撮影者に了解を得るようにしましょう。

商標法
事業者のシンボルマークや商品ロゴなどは、申請が認められると
10年の保護期間があり、他人が無断で用いることができません。

特許法・実用新案法
発明を保護した法律で特許権は20年保護されます。又、実用新
案権は６年の保護となっています。

意匠法
ここでいう意匠とは、物品あるいは物品の部分における形状・模
様・色彩に関するデザインを指します。

C o n t e n t s

1. 屋外広告物等の基礎知識

2. 屋外広告物等のデザインコントロール

3. 優れたデザインの蓄積と推奨

4. 許可申請手続きに関して
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